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問題１ （        ）とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求め

る訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起す

るものをいう。 

 

問題２ （        ）とは、相手方に義務を課すことなく、実力を行使して行政目的を実現す

る行為をいう。 

 

問題３ （        ）とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行

政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言

その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 

 

問題４ （        ）とは、行政機関は、合理的理由なく、国民を不平等に取り扱ってはなら

ないという原則をいう。 

 

問題５ （        ）とは、国または公共団体等により、直接に公の目的のために供用される

個々の有体物をいう。 

 

問題６ （        ）とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその

行使に関する紛争についての訴訟をいう。 

 

問題７ （        ）とは、行政機関の定める規範のうち、国民の権利義務に関わる法規とし

ての性質を有する規範をいう。 

 

問題８ （        ）とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、こ

れに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。 
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問題９ （        ）とは、行政機関が、その決定事項やその他の事実を広く一般に公示する

方式をいい、行政規則としての性格を有するものと、法規命令としての性格を有するも

のがある。 

 

問題10 （        ）とは、行政主体の意思決定を行い、それを外部に表示する権限を有す

る機関をいう。 

 

問題11 （        ）とは、行政行為の効力の発生あるいは消滅を将来到来することが確実

な事実にかからせるものをいう。 

 

問題12 （        ）とは、たとえ違法な行政行為であっても、権限ある機関により取り消され

ない限り、有効なものとして扱われる効力をいう。 

 

問題13 （        ）とは、行政処分に対して、行政不服審査法上の審査請求ができる場合、

原則として審査請求をしてもよいし、取消訴訟を提起してもよいことをいう。 

 

問題14 （        ）とは、一定の行政行為について、行政庁自らが取消しや変更ができなく

なる効力をいう。 

 

問題15 （        ）とは、先行する行政行為に対する出訴期間が経過したにもかかわらず、

後行する行政行為に対する取消訴訟において、先行する行政行為の瑕疵を理由とし

て、後行する行政行為も違法であると主張することができるかという問題をいう。 

 

問題16 （        ）とは、行政行為の成立時の瑕疵を理由として、行政庁自らがその効力

を遡及的に消滅させることをいう。 

 

問題17 （        ）とは、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁

決をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。 

 

問題18 （        ）とは、国民の個人的な権利救済を目的としたものではなく、行政の客観

的な法秩序維持を目的とする訴訟いう。 
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問題19 （        ）とは、行政が用いる規制手段が、規制目的に対して均衡のとれたもので

あることを要請する原則をいう。 

 

問題20 （        ）とは、審査庁たる主任の大臣等の諮問に応じ、審査請求に係る事件に

ついて調査審議を行い、主任の大臣等に対して答申を行う諮問機関をいう。 

 

問題21 （        ）とは、有効に成立した行政行為について、その後の事情を理由として、

その効力を将来的に消滅させることをいう。 

 

問題22 （        ）とは、行政行為の効力の発生あるいは消滅を将来発生することが不確

実な事実にかからせるものをいう。 

 

問題23 （        ）とは、地方公共団体が、公害規制のために、公害の発生源となりうる事

業者に公害防止や環境保護についての措置を約束させる取決めをいう。 

 

問題24 （        ）とは、相手方に義務を課したり、相手方の抵抗を実力で制圧することが

できる調査をいう。たとえば、国税犯則取締法に基づく臨検・捜索・差押がある。 

 

問題25 （        ）とは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらずこ

れがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない

旨を命ずることを求める訴訟をいう。 

 

問題26 （        ）とは、行政決定の判断過程の適正さを確保することによって行政裁量を

法的に統制しようとする審査方式をいう。 

 

問題27 （        ）とは、一定期間を経過すると、国民の側から、行政行為の効力を争うこ

とができなくなる効力をいう。 

 

問題28 （        ）とは、行政上の義務を履行しない場合に、一定額の過料を科すことによ

り、心理的な圧迫を加えることで、間接的に履行を強制するものをいう。 
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問題29 （        ）とは、行政機関が定める規範のうち、国民の権利義務に関わる法規とし

ての性質を有しないものをいう。 

 

問題30 （        ）とは、法令に基づいて行政庁に許認可等を求める行為に対して、行政

庁が諾否の応答をすべき処分をいう。 

 

問題31 （        ）とは、上級行政機関が下級行政機関および職員に対してその職務権

限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものをいう。 

 

問題32 （        ）とは、不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分とするか

についてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。 

 

問題33 （        ）とは、①行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされな

いとき、または、②行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請

または審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分または裁決をすべきで

あるにかかわらずこれがされないときに、行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命

ずることを求める訴訟をいう。 

 

問題34 （        ）とは、要件事実の認定の当否に係る不服申立てが大量になされる処分

等について、処分庁が、簡易な手続で事実関係の再調査をすることによって、処分の

見直しを行う手続をいう。 

 

問題35 （        ）とは、行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が直接、義務者の財

産または身体に実力を行使して、義務の履行を強制するものをいう。 

 

問題36 （        ）とは、不服申立てによっても、処分の効力、処分の執行、手続の続行を

妨げないという原則をいう。 

 

問題37 （        ）とは、不服申立てに理由があり、処分が違法または不当であると判断さ

れた場合でも、公の利益に著しい障害を生ずる恐れがある場合に当該処分を維持する

ためにする棄却裁決をいう。 
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問題38 （        ）とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を

行う法人をいう。 

 

問題39 （        ）とは、住民監査請求を行った請求人が、監査委員の監査の結果等に不

服があるとき、または監査委員が一定の期間内に監査等を行わないときに、執行機関

などの財務会計上の違法な行為または怠る事実につき、訴えをもって請求できる制度

をいう。 

 

問題40 （        ）とは、取消訴訟において、処分が違法であるとされた場合に、その処分

の効力が遡って消滅する効力のことをいう。 

 

問題41 （        ）とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定め

に従って判断するために必要とされる基準をいう。 

 

問題42 （        ）とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処

分または裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を

求める訴訟をいう。 

 

問題43 （        ）とは、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律

関係に関する訴訟をいう。 

 

問題44 （        ）とは、行政機関がその権限の一部を他の行政機関に委譲し、これを行

わせることをいう。 

 

問題45 （        ）とは、住民が地方公共団体の執行機関または職員の財務会計上の違

法または不当な行為または職務を怠る事実について、監査委員に監査を求め、その行

為のまたは怠る事実について、予防や是正のために措置を求める制度をいう。 

 

問題46 （        ）とは、内閣が制定する命令をいう。実定法上、○○法施行令という名称

が付けられている。 
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問題47 （        ）とは、審理員が、審理の結果を踏まえ、事案の概要及び審理関係人の

主張の要旨を整理し、当該事件の争点を明示した上で、審査請求に対する結論及び

その理由を記載したものをいう。 

 

問題48 （        ）とは、処分または裁決を取り消す判決の効力が、第三者に対しても及ぶ

ことをいう。 

 

問題49 （        ）とは、私法上の法律関係に関する訴訟において、行政庁の処分若しく

は裁決の存否またはその効力の有無が前提問題として争われる訴訟をいう。 

 

問題50 （        ）とは、各省大臣が制定する命令をいう。実定法上、○○法施行規則とい

う名称が付けられている。 
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１  行政法総論 

 

 泉佐野市ふるさと納税事件（最判令 2.6.30） 

（事案） 

 地方税法の一部改正により、ふるさと納税として個人の道府県民税及び市町村民税に係る特例

控除の対象となる寄附金について、所定の基準に適合する都道府県、市町村又は特別区として総務

大臣が指定するものに対するものに限られるという制度が導入された。本件は、被上告人が指定の

申出をした泉佐野市に対して当該指定をしない旨の決定をしたことについて、上告人が、本件不指

定は違法な国の関与に当たると主張して、地方自治法251条の５第１項に基づき、被上告人を相

手に、本件不指定の取消しを求めた。 

（争点） 

 ふるさと納税制度に係る総務省告示第179号２条３号の規定のうち、地方税法37条の２及び

314条の７を改正する寄附金の募集及び受領について定める部分は、上記規定による改正後の地

方税法37条の２第２項及び314条の７第２項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効か。 

（判旨） 

 総務大臣は、法37条の２第２項の委任に基づいて、本件告示２条３号を定めたものである。ま

た、本件告示２条３号は、普通地方公共団体に対する国の関与に当たる指定の基準を定めるもので

あるから、関与の法定主義に鑑みても、その策定には法律上の根拠を要するというべきである。そ

うすると、本件告示２条３号の規定が地方税法37条の２第２項の委任の範囲を逸脱するものであ

る場合には、その逸脱する部分は違法なものとして効力を有しないというべきである。 

 本件告示２条３号は、他の地方団体との公平性を確保しその納得を得るという観点から、特例控

除の対象となる寄附金の寄附先としての適格性を欠くものとして、指定を受けられないこととす

る趣旨に出たものと解される。言い換えれば、そのような地方団体については、本件改正規定の施

行前における募集実績自体を理由に、指定対象期間において寄附金の募集を適正に行う見込みが

あるか否かにかかわらず、指定を受けられないこととするものといえる。 

 実質的には、同大臣による技術的な助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを定

める側面があることは否定し難い。そのような取扱いであっても、それが法律上の根拠に基づくも

のである場合、すなわち、同号が地方税法の委任の範囲内で定められたものである場合には、直ち

に地方自治法247条３項に違反するとまではいえないものの、同項の趣旨も考慮すると、本件告

示２条３号が地方税法37条の２第２項の委任の範囲を逸脱したものではないというためには、趣

旨の基準の策定を委任する授権の趣旨が、同法の規定等から明確に読み取れることを要するもの

というべきである。 

 次に、委任の趣旨についてみると、地方税法37条の２第２項が総務大臣に対して指定の基準の

うち募集適正基準等の内容を定めることを委ねたのは、寄附金の募集の態様や提供される返礼品

等の内容を規律する具体的な基準の策定については、地方行政・地方財政・地方税制や地方団体の

実情等に通じた同大臣の専門技術的な裁量に委ねるのが適当であることに加え、そのような具体

的な基準は状況の変化に対応した柔軟性を確保する必要があり、法律で全て詳細に定めるのは適

当ではないことによるものと解される。 

 他方、本件指定制度の導入に当たり、その導入前にふるさと納税制度の趣旨に反する方法により

著しく多額の寄附金を受領していた地方団体について、他の地方団体との公平性を確保しその納

判 
例 
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得を得るという観点から、特例控除の対象としないものとする基準を設けるか否かは、立法者にお

いて主として政治的、政策的観点から判断すべき性質の事柄である。また、そのような基準は、上

記地方団体について、本件指定制度の下では、新たに定められた基準に従って寄附金の募集を行う

か否かにかかわらず、一律に指定を受けられないこととするものであって、指定を受けようとする

地方団体の地位に継続的に重大な不利益を生じさせるものである。そのような基準は、総務大臣の

専門技術的な裁量に委ねるのが適当な事柄とはいい難いし、状況の変化に対応した柔軟性の確保

が問題となる事柄でもないから、その策定についてまで上記の委任の趣旨が妥当するとはいえず、

地方税法が、総務大臣に対し、同大臣限りでそのような基準を定めることを委ねたものと当然に解

することはできないというべきである。 

 以上によれば、地方税法37条の２第２項につき、関係規定の文理や総務大臣に対する委任の趣

旨等のほか、立法過程における議論をしんしゃくしても、上記の趣旨の基準の策定を委任する授権

の趣旨が明確に読み取れるということはできない。そうすると、本件告示２条３号の規定のうち、

本件改正規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は、地方税法37条の２

第２項及び314条の７第２項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。 

 

 （最判平 22.6.3） 

（事案） 

 本件倉庫を所有し、その固定資産税等を納付してきたＸは、昭和62年度から平成13年度までの

各賦課決定の前提となる価格の決定には本件倉庫の評価を誤った違法があり、上記のような評価

の誤りについて過失が認められると主張して、所定の不服申立手続を経ることなく、Ｙを相手に、

国家賠償法１条１項に基づき、上記各年度に係る固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額の

損害賠償等を求めた。 

（争点） 

 固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者は、地方税法432条１項

本文に基づく審査の申出及び同法434条１項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家

賠償請求を行い得るか。 

（判旨） 

 たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められ

ない場合であっても、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格

ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地

方税法432条１項本文に基づく審査の申出及び同法434条１項に基づく取消訴訟等の手続を経る

までもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。 

 

 東京都建築安全条例事件（最判平 21.12.17） 

（事案） 

 Ａは、Ｙ区長から、安全認定処分、同区建築主事から建築確認を受けた。これに対して、マンシ

ョン建設予定地の周辺住民Ｘは、Ｙ区を相手に、安全認定・建築確認等の取消しを求めて出訴した。 

（争点） 

 安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築

確認の取消訴訟において、安全認定が違法であるために本件条例４条１項所定の接道義務の違反

があると主張することは許されるか。 

（判旨） 

 建築確認における接道要件充足の有無の判断と、安全認定における安全上の支障の有無の判断

は、異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うこととされているが、もともとは一体的に行われて

いたものであり、避難又は通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われるもので

判 
例 
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ある。そして、安全認定は、建築主に対し建築確認申請手続における一定の地位を与えるものであ

り、建築確認と結合して初めてその効果を発揮するのである。 

 他方、安全認定があっても、これを申請者以外の者に通知することは予定されておらず、建築確

認があるまでは工事が行われることもないから、周辺住民等これを争おうとする者がその存在を

速やかに知ることができるとは限らない（これに対し、建築確認については、工事の施工者は、法

89条１項に従い建築確認があった旨の表示を工事現場にしなければならない。）。そうすると、安

全認定について、その適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に十分に与えられて

いるというのは困難である。仮に周辺住民等が安全認定の存在を知ったとしても、その者におい

て、安全認定によって直ちに不利益を受けることはなく、建築確認があった段階で初めて不利益が

現実化すると考えて、その段階までは争訟の提起という手段は執らないという判断をすることが

あながち不合理であるともいえない。 

 以上の事情を考慮すると、安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り

消されていなくても、建築確認の取消訴訟において、安全認定が違法であるために本件条例４条１

項所定の接道義務の違反があると主張することは許されると解するのが相当である。 

 

 志免町給水拒否事件（最判平 11.1.21） 

（事案） 

 不動産の売買等を目的とする会社であるＸは、Ｙ町の水道事業の給水区域内にマンションの建

設を計画し、建築予定戸数420戸分の給水申込みをしたところ、Ｙ町水道事業給水規則が、新たに

給水の申込みをする者に対して「開発行為又は建築で20戸（20世帯）を超えるもの」又は「共同

住宅等で20戸（20世帯）を超えて建築する場合は全戸」に給水しないと規定していることを根拠

に給水契約の締結を拒否された。そこで、Ｘは、右の拒否は水道法15条１項に違反するとして、

Ｙに対し右給水申込みの承諾等を求めて出訴した。 

（争点） 

 水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の

締結を拒否したことは、水道法15条１項にいう「正当の理由」があると解されるか。 

（判旨） 

 水道法15条１項にいう「正当の理由」とは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水

契約の締結を拒まざるを得ない理由を指すものと解されるが、具体的にいかなる事由がこれに当

たるかについては、同項の趣旨、目的のほか、法全体の趣旨、目的や関連する規定に照らして合理

的に解釈するのが相当である。 

 水の供給量が既にひっ迫しているにもかかわらず、自然的条件においては取水源が貧困で現在

の取水量を増加させることが困難である一方で、社会的条件としては著しい給水人口の増加が見

込まれるため、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見され

るという地域にあっては、水道事業者である市町村としては、そのような事態を招かないよう適正

かつ合理的な施策を講じなければならず、その方策としては、困難な自然的条件を克服して給水量

をできる限り増やすことが第一に執られるべきであるが、それによってもなお深刻な水不足が避

けられない場合には、専ら水の需給の均衡を保つという観点から水道水の需要の著しい増加を抑

制するための施策を執ることも、やむを得ない措置として許されるものというべきである。 

 そうすると、右のような状況の下における需要の抑制施策の一つとして、新たな給水申込みのう

ち、需要量が特に大きく、現に居住している住民の生活用水を得るためではなく住宅を供給する事

業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の

増加を抑制することには、法15条１項にいう「正当の理由」があるということができるものと解

される。 
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 （最判平 21.7.10） 

（事案） 

 Ｘは、福間町の区域内にあった産業廃棄物の最終処分場を設置しているＹに対し、福間町と被上

告人との間の公害防止協定で定められた本件処分場の使用期限が経過したと主張し、同協定に基

づく義務の履行として、本件土地を本件処分場として使用することの差止めを求めて出訴した。 

（争点） 

 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防

止協定における、上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行っては

ならない旨の定めは、廃棄物処理法の趣旨に反するか。 

（判旨） 

 処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する

旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有

する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものでは

ない。したがって、旧期限条項が同法の趣旨に反するということはできないし、同法の上記のよう

な趣旨、内容は、その後の改正によっても、変更されていないので、本件期限条項が本件協定が締

結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。 

 そして、旧期限条項及び本件期限条項が知事の許可の本質的な部分にかかわるものではないこ

とは、以上の説示により明らかであるから、旧期限条項及び本件期限条項は、本件条例15条が予

定する協定の基本的な性格及び目的から逸脱するものでもない。 

 以上によれば、福間町の地位を承継した上告人と被上告人との間において、原審の判示するよう

な理由によって本件期限条項の法的拘束力を否定することはできないものというべきである。 

 

 神戸税関事件（最判昭 52.12.20） 

（事案） 

 税関職員のＸらは、組合活動において指導的役割を果たし、業務の処理を妨げたとして、懲戒免

職処分を受けた。これに対して、Ｘらは、この処分の無効確認と取消しを求めて出訴した。 

（争点） 

 公務員に対する懲戒処分の適否に関する裁判所の審査の方法とは。 

（判旨） 

 公務員に対する懲戒処分は、当該公務員に職務上の義務違反、その他、単なる労使関係の見地に

おいてではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することをその本質的な内容

とする勤務関係の見地において、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認

し、公務員関係の秩序を維持するため科される制裁である。 

 ところで、国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどう

か、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについては、公正であるべ

きこと（74条１項）を定め、平等取扱いの原則（27条）及び不利益取扱いの禁止（98条３項）

に違反してはならないことを定めている以外に、具体的な基準を設けていない。 

 したがって、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結

果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分

が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、

懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができるものと考えられるの

であるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平素か

ら庁内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうて

い適切な結果を期待することができないものといわなければならない。 
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 それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、

懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべき

である。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒

権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を

付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にある

ものとして、違法とならないものというべきである。 

 したがって、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って

懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、

その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に

基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であ

ると判断すべきものである。 

 

 呉市公立学校施設使用不許可事件（最判平 18.2.7） 

（事案） 

 Ｘは、教育研究集会の会場として、呉市立中学校の体育館等の学校施設の使用を申し出たとこ

ろ、いったんは口頭でこれを了承する返事を本件中学校の校長から得たのに、その後、呉市教育委

員会から不当にその使用を拒否された。これに対して、Ｘは、Ｙに対し、国家賠償法に基づく損害

賠償を求めて出訴した。 

（争点） 

 公立学校施設の目的外使用の許否の判断にいかなる裁量が認められるか。 

（判旨） 

 管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の

必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び

程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び

程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか

否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判

断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎

を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸

脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。 

 上記の諸点を考慮すると、本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育

上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は、

重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠い

ており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥

当性を欠いたものということができる。 

 

 宝塚市パチンコ条例事件（最判平 14.7.9） 

（事案） 

 地方公共団体であるＸの長が、宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の

規制に関する条例８条に基づき、宝塚市内においてパチンコ店を建築しようとするＹに対し、その

建築工事の中止命令を発したが、Ｙがこれに従わないため、ＸがＹに対し同工事を続行してはなら

ない旨の裁判を求めて出訴した。 

（争点） 

 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟

は、不適法か。 

（判旨） 
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 国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の

保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たるというべきであるが、国又は地方公共団

体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適

正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするも

のということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではな

く、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される。そして、行政

代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定め

るところによるものと規定して（１条）、同法が行政上の義務の履行に関する一般法であることを

明らかにした上で、その具体的な方法としては、同法２条の規定による代執行のみを認めている。

また、行政事件訴訟法その他の法律にも、一般に国又は地方公共団体が国民に対して行政上の義務

の履行を求める訴訟を提起することを認める特別の規定は存在しない。 

 したがって、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行

を求める訴訟は、裁判所法３条１項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もな

いから、不適法というべきである。 
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２  行政事件訴訟法 

 

 高根町簡易水道事業給水条例事件（最判平 18.7.14） 

（事案） 

 山梨県高根町が住民基本台帳に記録されていない給水契約者（別荘所有者）に対して、水道料金

を大幅に引き上げた。これに対し、別荘所有者であるＸらが、料金を定める条例別表の無効確認等

を求めて出訴した。 

（争点） 

 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、抗

告訴訟の対象となる行政処分に当たるか。 

（判旨） 

 本件別表の無効確認を求める被上告人らの訴えは、本件改正条例の制定行為が抗告訴訟の対象

となる行政処分に当たることを前提に、行政事件訴訟法３条４項の無効等確認の訴えとして、本件

改正条例により定められた本件別表が無効であることの確認を求めるものである。 

 しかしながら、抗告訴訟の対象となる行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる

行為をいうものである。本件改正条例は、旧高根町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定

するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、本件改正条

例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、

本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。 

 

 横浜市保育所廃止条例事件（最判平 21.11.26） 

（事案） 

 横浜市が、その設置する保育所のうち４つを民営化するために条例の一部を改正したところ、当

該保育所に通っていたＸらが、本件改正条例の制定行為は、Ｘらが選択した保育所において保育を

受ける権利を違法に侵害するものだとして、本件改正条例の制定行為の取消等を求めて出訴した。 

（争点） 

 市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当

たるか。 

（判旨） 

 特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまで

の間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということがで

きる。 

 ところで、公の施設である保育所を廃止するのは、市町村長の担任事務であるが（地方自治法

149条７号）、これについては条例をもって定めることが必要とされている（同法244条の２）。

条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対

象となる行政処分に当たるものでないことはいうまでもないが、本件改正条例は、本件各保育所の

廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所

廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者

らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果

を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものというこ

とができる。 

 また、市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が、当該保育所を廃止す

る条例の効力を争って、当該市町村を相手に当事者訴訟ないし民事訴訟を提起し、勝訴判決や保全
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命令を得たとしても、これらは訴訟の当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村との間

でのみ効力を生ずるにすぎないから、これらを受けた市町村としては当該保育所を存続させるか

どうかについての実際の対応に困難を来すことにもなり、処分の取消判決や執行停止の決定に第

三者効（行政事件訴訟法32条）が認められている取消訴訟において当該条例の制定行為の適法性

を争い得るとすることには合理性がある。 

 以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するの

が相当である。 

 しかしながら、現時点においては、上告人らに係る保育の実施期間がすべて満了していることが

明らかであるから、本件改正条例の制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われたものという

べきである。 

 

 サテライト大阪事件（最判平 21.10.15） 

（事案） 

 経済産業大臣がＡに対し自転車競技法４条２項に基づき場外車券発売施設（サテライト大阪）の

設置の許可をしたところ、本件施設の周辺において病院等を開設するなどして事業を営み又は居

住する被上告人らが、本件許可は場外車券発売施設の設置許可要件を満たさない違法なものであ

るなどと主張して、その取消しを求めた。 

（争点） 

① 自転車競技法４条２項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、

いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか。 

② 自転車競技法４条２項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設

又は医療施設を開設する者は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格

を有するか。 

（判旨） 

 一般的に、場外施設が設置、運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は、交通、風

紀、教育など広い意味での生活環境の悪化であって、その設置、運営により、直ちに周辺住民等の

生命、身体の安全や健康が脅かされたり、その財産に著しい被害が生じたりすることまでは想定し

難いところである。そして、このような生活環境に関する利益は、基本的には公益に属する利益と

いうべきであって、法令に手掛りとなることが明らかな規定がないにもかかわらず、当然に、法が

周辺住民等において上記のような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護

する趣旨を含むと解するのは困難といわざるを得ない。 

 したがって、場外施設の周辺において居住し又は事業（医療施設等に係る事業を除く。）を営む

にすぎない者や、医療施設等の利用者は、位置基準を根拠として場外施設の設置許可の取消しを求

める原告適格を有しないものと解される。 

 もっとも、場外施設は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧噪

といった環境をもたらすものであるから、位置基準は、そのような環境の変化によって周辺の医療

施設等の開設者が被る文教又は保健衛生にかかわる業務上の支障について、特に国民の生活に及

ぼす影響が大きいものとして、その支障が著しいものである場合に当該場外施設の設置を禁止し

当該医療施設等の開設者の行う業務を保護する趣旨をも含む規定であると解することができる。

したがって、仮に当該場外施設が設置、運営されることに伴い、その周辺に所在する特定の医療施

設等に上記のような著しい支障が生ずるおそれが具体的に認められる場合には、当該場外施設の

設置許可が違法とされることもあることとなる。 

 このように、位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、上記のような業務上の支障が具

体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を

行うことのできる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であると

いうべきであるから、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがある

判 
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と位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、位置基準を根拠として当該場外施設の

設置許可の取消しを求める原告適格を有するものと解される。 

 

 納骨堂経営許可処分取消事件（最判令 5.5.9） 

（事案） 

 大阪市長が、宗教法人であるＡ寺に対し、墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により、納骨

堂の経営の許可及びその施設の変更の許可をしたところ、同納骨堂の周辺に居住する被上告人ら

が、上告人を相手に、本件各許可の取消しを求めて出訴した。 

（争点） 

 本件納骨堂から300ｍ以内の人家に居住する被上告人らに本件各許可の取消しを求める原告適

格が認められるか。 

（判旨） 

 法は、墓地等の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福

祉の見地から支障なく行われることを目的とし（１条）、10条において、墓地等を経営し又は墓地

の区域等を変更しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない旨を規定する。同

条は、その許可の要件を特に規定しておらず、それ自体が墓地等の周辺に居住する者個々人の個別

的利益をも保護することを目的としているものとは解し難い（「平成12年判決」）。 

 もっとも、法10条が上記許可の要件を特に規定していないのは、墓地等の経営が、高度の公益

性を有するとともに、国民の風俗習慣、宗教活動、各地方の地理的条件等に依存する面を有し、一

律的な基準による規制になじみ難いことに鑑み、墓地等の経営又は墓地の区域等の変更（以下「墓

地経営等」という。）に係る許否の判断については、上記のような法の目的に従った都道府県知事

の広範な裁量に委ね、地域の特性に応じた自主的な処理を図る趣旨に出たものと解される。そうす

ると、同条は、法の目的に適合する限り、墓地経営等の許可の具体的な要件が、都道府県（市又は

特別区にあっては、市又は特別区）の条例又は規則により補完され得ることを当然の前提としてい

るものと解される。 

 そして、本件細則８条は、法の目的に沿って、大阪市長が行う法10条の規定による墓地経営等

の許可の要件を具体的に規定するものであるから、被上告人らが本件各許可の取消しを求める原

告適格を有するか否かの判断に当たっては、その根拠となる法令として本件細則８条の趣旨及び

目的を考慮すべきである。 

 本件細則８条本文は、墓地等の設置場所に関し、墓地等が死体を葬るための施設であり（法２

条）、その存在が人の死を想起させるものであることに鑑み、良好な生活環境を保全する必要があ

る施設として、学校、病院及び人家という特定の類型の施設に特に着目し、その周囲おおむね300

ｍ以内の場所における墓地経営等については、これらの施設に係る生活環境を損なうおそれがあ

るものとみて、これを原則として禁止する規定であると解される。そして、本件細則８条ただし書

は、墓地等が国民の生活にとって必要なものであることにも配慮し、上記場所における墓地経営等

であっても、個別具体的な事情の下で、上記生活環境に係る利益を著しく損なうおそれがないと判

断される場合には、例外的に許可し得ることとした規定であると解される。 

 そうすると、本件細則８条は、墓地等の所在地からおおむね300ｍ以内の場所に敷地がある人

家については、これに居住する者が平穏に日常生活を送る利益を個々の居住者の個別的利益とし

て保護する趣旨を含む規定であると解するのが相当である。 

したがって、法10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可に

ついて、当該納骨堂の所在地からおおむね300ｍ以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、

その取消しを求める原告適格を有するものと解すべきである。 
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 開発許可処分取消請求事件（最判平 27.12.14） 

（事案） 

 鎌倉市長が、都市計画法（平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。）29条１項に

よる開発許可をしたことについて、開発区域の周辺に居住する被上告人らが、上告人を相手に、上

記開発許可の取消しを求めた。 

（争点） 

 市街化調整区域内において、開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査

済証が交付されたときは、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われるか。 

（判旨） 

 都市計画法の規定によれば、開発許可は、あらかじめ申請に係る開発行為が同法33条及び34条

所定の要件に適合しているかどうかを公権的に判断する行為であって、これを受けなければ適法

に開発行為を行うことができないという法的効果を有するものであるところ、開発許可に係る開

発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付されたときは、当該開発許可の有する上

記の法的効果は消滅するものというべきである（前掲第二小法廷判決参照）。 

 そこで、このような場合にも、なお開発許可の取消しを求める訴えの利益があるか否かを検討す

る。 

 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、都市計画法43条１

項により、原則として知事等の許可を受けない限り建築物の建築等が制限されるのに対し、開発許

可を受けた開発区域においては、同法42条１項により、開発行為に関する工事が完了し、検査済

証が交付されて工事完了公告がされた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建

築等が原則として制限されるものの、予定建築物等の建築等についてはこれが可能となる。そうす

ると、市街化調整区域においては、開発許可がされ、その効力を前提とする検査済証が交付されて

工事完了公告がされることにより、予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果が生ずる

ものということができる。 

 したがって、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発行為ひいては当該開発行為に

係る予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして開発許可の取消しを求める者は、当該

開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の

取消しによって、その効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果

を排除することができる。 

 以上によれば、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、

当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失

われないと解するのが相当である。 

 

 営業停止処分取消請求事件（最判平 27.3.3） 

（事案） 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「法」という。）２条１項７号のぱち

んこ屋の営業に該当する風俗営業を営む上告人が、北海道函館方面公安委員会から法26条１項に

基づく営業停止処分を受けたため、同委員会の所属する被上告人を相手に、同処分は違法であると

主張して、その取消しを求めた。 

（争点） 

 処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の定めが

ある場合、先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該処分の取消しを求

める訴えの利益はあるか。 

（判旨） 

判 
例 
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 行政手続法12条１項に基づいて定められ公にされている処分基準は、単に行政庁の行政運営上

の便宜のためにとどまらず、不利益処分に係る判断過程の公正と透明性を確保し、その相手方の権

利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同

項の規定により定めて公にしている処分基準において、先行の処分を受けたことを理由として後

行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処

分につき当該処分基準の定めと異なる取扱いをするならば、裁量権の行使における公正かつ平等

な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該処分基準の定めと異

なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の

範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行

の処分における裁量権は当該処分基準に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処

分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該処分基準の定め

により所定の量定の加重がされることになるものということができる。 

 以上に鑑みると、行政手続法12条１項の規定により定められ公にされている処分基準において、

先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定

めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当

たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなく

なった後においても、当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はな

お当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。 
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３  国家賠償法 

 

 指定確認検査機関事件（最決平 17.6.24） 

（事案） 

 Ｙ会社（指定確認検査機関）は、横浜市内に建築することが計画されていた大規模分譲マンショ

ンである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであること等につき建築基準法６

条の２第１項所定の確認をした。これに対して、周辺住民Ｘらは、本件建築物が建築されることに

よって生命、身体の安全等が害されるなどと主張して、本件会社を被告とする本件確認の取消しを

求める訴えを提起したが、本件建築物に関する完了検査が終了し、上記訴えの利益が消滅したこと

から、上記訴えを、本件確認の違法を原因として抗告人に対する損害賠償を求める訴えに変更する

ことの許可を申し立てた。 

（争点） 

 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が

置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条１項所定の「当

該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるか。 

（判旨） 

 建築基準法の定めからすると、同法は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである

ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で、指定確認検査

機関をして、上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという

ことができる。そうすると、指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に

関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務であり、その事務の帰属する行政主体は、当該確

認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解す

るのが相当である。 

 したがって、指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事

が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条１項所定の

「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきである。 

 

 奈良税務署推計課税事件（最判平 5.3.11） 

（事案） 

 奈良税務署長は、Ｘの所得税の調査のため、税務職員をＸ方に赴かせ、帳簿書類の提示を求めさ

せたが、Ｘが拒否したため、結局、右調査をすることができなかった。そこで、奈良税務署長は、

Ｘの得意先、取引銀行を反面調査して、本件各更正の基礎となる本件係争各年分の所得金額を算定

し、本件各更正をした。これに対して、Ｘは本件各更正に対して、異議申立て及び審査請求を経て、

本件各更正の取消訴訟を提起した。 

（争点） 

 収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得

金額を過大に認定した所得税の更正は、国家賠償法上違法か。 

（判旨） 

 税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに

国家賠償法１条１項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集

し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽

くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受けるもの

と解するのが相当である。 
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 本件各更正における所得金額の過大認定は、専ら被上告人において本件係争各年分の申告書に

必要経費を過少に記載し、本件各更正に至るまでこれを訂正しようとしなかったことに起因する

ものということができ、奈良税務署長がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫

然と更正をした事情は認められないから、48年分更正も含めて本件各更正に国家賠償法１条１項

にいう違法があったということは到底できない。 

 

 筑豊じん肺訴訟（最判平 16.４.27） 

（事案） 

 炭鉱で粉じん作業に従事したことによりじん肺にり患したＸらは、国が、じん肺の発生又はその

増悪を防止するために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であると

主張して、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請求を提起した。 

（争点） 

 じん肺法が成立後、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直

ちに行使しなかったことは、国家賠償法１条１項の適用上違法となるか。 

（判旨） 

 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、そ

の権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著し

く合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠

償法１条１項の適用上違法となるものと解するのが相当である。 

 通商産業大臣は、遅くとも、昭和35年3月31日のじん肺法成立の時までに、前記のじん肺に関

する医学的知見及びこれに基づくじん肺法制定の趣旨に沿った石炭鉱山保安規則の内容の見直し

をして、石炭鉱山においても、衝撃式さく岩機の湿式型化やせん孔前の散水の実施等の有効な粉じ

ん発生防止策を一般的に義務付ける等の新たな保安規制措置を執った上で、鉱山保安法に基づく

監督権限を適切に行使して、上記粉じん発生防止策の速やかな普及、実施を図るべき状況にあった

というべきである。そして、上記の時点までに、上記の保安規制の権限（省令改正権限等）が適切

に行使されていれば、それ以降の炭坑労働者のじん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができたも

のということができる。 

 本件における以上の事情を総合すると、昭和35年4月以降、鉱山保安法に基づく上記の保安規

制の権限を直ちに行使しなかったことは、その趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠くものであ

って、国家賠償法１条１項の適用上違法というべきである。 

 

 高知落石事件（最判昭 45.8.20） 

（事案） 

 国道に落石が生じ、走行中の貨物自動車に直撃して同乗者が死亡した。これに対し、遺族が国家

賠償を請求した。 

（争点） 

 国道への落石の事故につき道路の管理に瑕疵があると認められる場合とは。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠

いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必

要としないと解するのを相当とする。 

 かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管

理に瑕疵があったものというべきである旨、本件道路における落石、崩土の発生する原因は道路の

山側の地層に原因があったので、本件における道路管理の瑕疵の有無は、本件事故発生地点だけに

局限せず、前記2、000メートルの本件道路全般についての危険状況および管理状況等を考慮にい
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れて決するのが相当である旨、そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用

の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できる

が、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと

考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし回避可能性のない場合である

ことを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。 

 してみれば、その余の点について判断するまでもなく、本件事故は道路管理に瑕疵があつたため

生じたものであり、上告人国は国家賠償法２条１項により、上告人県は管理費用負担者として同法

３条１項により損害賠償の責に任ずべきことは明らかである。 

 

 大阪空港事件（最大判昭 56.12.16） 

（事案） 

 大阪空港の近隣に住む住民らが、騒音振動による被害を主張し、国家賠償請求をした。 

（争点） 

 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度を超えるために利用者又は第三者に対して危害を生

ぜしめる危険性がある場合、国家賠償法２条１項にいう設置又は管理の瑕疵が認められるか。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いてい

る状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある

状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備に

よって一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性かある場合のみならず、その営造物が供用目

的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、

その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むもの

と解すべきである。 

すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に

危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある

状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があ

るというを妨げず、したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかか

わらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に

供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者

の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法２条１項の規定による責任を免れること

ができないと解されるのである。 

 

 国道 43号訴訟（最判平 7.7.7） 

（事案） 

 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音・振動・大気汚染等により被害を受け

ているとして、道路の設置管理者である国と阪神高速道路公団に対して、国家賠償（および差止め）

を請求した。 

（争点） 

 回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件になるか。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を

欠いている状態、すなわち他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうのであるが、これには営造

物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を

生ぜしめる危険性がある場合をも含むものであり、営造物の設置・管理者において、このような危

険性のある営造物を利用に供し、その結果周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が
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生じた場合には、原則として同項の規定に基づく責任を免れることができないものと解すべきで

ある。 

 国家賠償法２条１項は、危険責任の法理に基づき被害者の救済を図ることを目的として、国又は

公共団体の責任発生の要件につき、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害

を生じたときと規定しているところ、所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理

に瑕疵を認めるための積極的要件になるものではないと解すべきである。 
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問題１ Ｘ市は、その所有する土地をＹ連合町内会に対して、神社施設の敷地として無償で使

用させていた。これに対して、Ｘ市の住民Ａは、Ｘ市の本件無償提供行為は、憲法の定め

る政教分離原則に違反する行為であって、敷地の使用貸借契約を解除し同施設の撤去

及び土地の明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであると考えている。 

   住民Ａが、本件無償提供行為を争うために住民訴訟を提起する場合、その前提として、

誰に対して、どのような請求をする必要があるか。また、住民訴訟のような国民の権利義務

には関わらない訴訟は、行政法学において何と呼ばれているか。40字程度で記述しなさ

い。 

 

≪ステップ１≫ 問題文の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ２≫ テーマ検索 
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≪ステップ３≫ 条文・判例検索 

 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ４≫ キーワード検索 

 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ５≫ 40字の文章化 

【下書用】 
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問題２ Ｘは、県知事Ｙから旅館業法による許可を受けて、ホテルの営業を行ってきたが、宿泊

者の寝たばこが原因の火災で負傷者多数を出した。消防法で設置を義務付けられてい

るスプリンクラーがまったく作動しなかった結果、被害が大きくなったことを重く見たＹは、

消防法上の設備基準を満たすことを義務づける規定は旅館業法にはなかったが、直ち

にＸの営業許可を取消した。Ｘに対する通知書には、「旅館業法８条に基づき、Ｘの営業

許可を取り消す」との文言があった。Ｘがこの処分を不服として争う場合、Ｘが主張しうる

手続的・実体的違法について論じなさい。 

 

参考・旅館業法８条抜粋 

「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき

（中略）許可を取消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる（後略）」。 

 

≪ステップ１≫ 問題文の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ２≫ テーマ検索 
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≪ステップ３≫ 条文・判例検索 

 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ４≫ キーワード検索 

 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ５≫ 40字の文章化 
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【MEMO】  
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